
 
 

 

 

稲城市公共施設予約システム 

概要案内リーフレット 

（令和５年２月改訂版） 
 

 

 このリーフレットは、稲城市公共施設予約システム（以下、文中では「予約システム」と表記し

ます。）の概要についてご説明いたします。より詳しい内容は、ご利用する施設までお問い合わせく

ださい。 
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１．予約システムでできること 

 予約システムを使って、インターネットに接続されたご自宅のパソコン、スマートフォン、携帯電話

等、各施設に設置する利用者端末から、市の公共施設の使用の予約や施設の空き状況の閲覧等を行うこ

とができます。 

 

①ご自宅のパソコン インターネットが利用できるご自宅のパソコンから、予約システ

ムのアドレス又は市のホームページを経由して予約システムのペ

ージを呼び出し、予約や閲覧を行うことができます。 

②スマートフォン・ 

 携帯電話等 

スマートフォンや携帯電話から、インターネットを利用して本シ

ステムを呼び出し、予約や閲覧を行うことができます。 

③各施設設置の 

 利用者端末 

各施設に予約システムを直接利用できるタッチパネル方式の利用

者端末を設置しています。指で画面に触れながら予約や閲覧を行

うことができます。 

※ご自宅のパソコンやスマートフォン、携帯電話等の通信費用は利用者の負担となります。 

 

予約システムで予約するには“利用者登録”が必要です!! 

 空き状況については誰でも閲覧することができますが、予約システムを利用して施設使用の予約を行

う場合は、事前の利用者登録が必要です。登録がお済みでない方は手続きをお願いします。（４・５ペー

ジ参照） 
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２．予約システムの対象施設 

 本システムで施設使用の予約や空き状況の確認ができるのは、次の施設です。 

施設名 対象 

体 

育 

施 

設 

総合体育館 メインアリーナ、ウェルネスアリーナ、柔道場、剣道場、弓道場、レクリエーション

ルーム、ミーティングルーム１、ミーティングルーム２ 
団体 

総合グラウンド 競技場 団体 

野球場 中央公園野球場、多摩川緑地公園野球場 団体 

サッカー場 南多摩スポーツ広場サッカー場 団体 

テニスコート 北緑地公園テニスコート、大丸公園テニスコート、城山公園テニスコート、若葉台公

園テニスコート 
個人 

南多摩スポーツ広場テニスコート 個人 

団体 

ソフトボール場 多摩川緑地公園ソフトボール場 団体 

多目的広場 多摩川緑地公園多目的広場、若葉台公園多目的広場、南多摩スポーツ広場多目的広場 団体 

ふれんど平尾 グラウンド、体育館 団体 

稲城長峰ヴェル

ディフィールド 

サッカー場、フットサル場、多目的室１、多目的室２、芝生広場 
団体 

文

化

施

設 

中央公民館 ホール、集会室、展示室、第一会議室、第二会議室、視聴覚室、和室、講座室、実習

室、保育室、印刷室 
団体 

第二公民館 第一会議室、第二会議室、第三会議室、講座室、小会議室、印刷室 団体 

第三公民館 第一集会室、第二集会室、講座室、視聴覚室、和室、談話室、いこい、保育室、印刷

室、陶芸室 
団体 

第四公民館 会議室、視聴覚兼音楽室、講座室兼集会室、茶室、和室、美術室、印刷室、陶芸室 団体 

城山公民館 小会議室、視聴覚室、講座室、実習室、中会議室、第一和室、第二和室、保育室、印刷

室 
団体 

生 活 文 化 施 設 

ふれんど平尾 

市民ホール、防音室、２０１会議室、２０２会議室、２０３会議室、２０４会議室、実

習室、工作室、音楽室、３０１会議室、３０２会議室、調理室、談話室（※１） 
団体 

生 活 文 化 施 設 

やのくち 

大広間、和室１、和室２、多目的室、談話室（※２） 
団体 

城山体験学習館 工房、学習室１、学習室２（※３）、学習室３、レクチャールーム、視聴覚室 個人 

団体 

地域振興プラザ 大会議室、中会議室、小会議室 個人 

団体 

学

校

施

設 

各小中学校 校庭・体育館・クラブハウス（クラブハウスは長峰小、四中、五中のみ） 

団体 

（※１）全日予約なしで使用できます。（※２）９時から１７時１５分までは予約なしで使用できます。 

（※３）全日個人学習室として予約なしで使用できます。 
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３．予約システムへのアクセス方法 

 予約システムへは、下記の URL からアクセスできます。また、市のホームページからもアクセスで

きます。下の図を参考に予約システムにアクセスしてください。 

※ご利用になる際のご自宅のパソコンや携帯電話等の通信費用は利用者の負担となります。 

 

予約システム URL（パソコン・スマートフォン・タブレット）  https://www2.pf489.com/inagi/ 

 

予約システム URL（携帯電話版サイト）  https://www2.pf489.com/inagi/mobile/ 

 

市のホームページ         https://www.city.inagi.tokyo.jp/ 

 

 

 

 

 

 

  

 
予約システムを開くに

はここをクリック！ 
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４．利用者登録の方法 

 予約システムを利用して施設利用の申し込みをするには、事前に利用者登録が必要です。登録がお済みで

ない方は登録の手続きをしてください。 

施設区分 登録要件 必要書類 受付窓口 

体育施設 

個

人 

（テニスコート） 

・市民(※1) 

・中学生以下でない 

○公共施設利用者登録申請書（個人） 

○公共施設利用者登録申請書補助票（テニスコート個人） 

○身分証明書等(※2)の写し（提出） 

○顔写真（4cm×3cm）2 枚同一のもの 

○スポーツ推進課スポーツ推進係 

○総合体育館    

○ふれんど平尾（預かりのみ） 

○第三公民館を除く各公民館（預

かりのみ） 

○稲城長峰ヴェルディフィールド 

   

登録証のお渡しは、市役所スポー

ツ推進課、総合体育館、ふれんど

平尾、稲城長峰ヴェルディフィー

ルドのいずれかとなります。 

団

体 

・構成員が 10 人以上 

・過半数が市民(※1) 

・代表者は満 20 歳以上の者

かつ市民(※1) 

南多摩テニスコート登録団体は

別途要件がありますのでスポー

ツ推進課へお問合せください。 

○公共施設利用者登録申請書（団体） 

○公共施設利用者登録申請書補助票（体育施設団体） 

○団体構成員名簿（体育施設） 

○団体規約（規約のある団体のみ） 

○構成員のうち、市民(※1)の方の身分証明書等(※2)の

写し（提出） 

公民館 
団

体 

・構成員が 5 人以上 

・過半数が市民(※1) 

・代表者は満 20 歳以上の者

かつ市民(※1) 

・社会教育法第 22 条に規定

する事業を活動目的とする 

○公共施設利用者登録申請書（団体） 

○公共施設利用者登録申請書補助票（公民館） 

○団体構成員名簿（公民館） 

○団体規約（登録団体 A のみ） 

○代表者の身分証明書（提示） 

○各公民館 

 

詳しくは公民館窓口までお越しく

ださい。 

生活文化

施設ふれ

んど平

尾・やの

くち 

団

体 

・構成員が 5 人以上 

・過半数が市民(※1) 

・代表者は満 20 歳以上の者

かつ市民(※1) 

・団体の活動目的が条例(※

3)の目的に沿っている 

○公共施設利用者登録申請書（団体） 

○公共施設利用者登録申請書補助票 

○団体構成員名簿 

○団体規約 

○代表者の身分証明書（提示） 

○ふれんど平尾 

 

○やのくち 

城山体験 

学習館 

個

人 
どなたでも登録できます 

○公共施設利用者登録申請書 

○公共施設利用者登録申請書補助票（城山体験学習館） 

○身分証明書（提示）  

○城山体験学習館 
団

体 

地域振興

プラザ 

個

人 

どなたでも登録できます 

○公共施設利用者登録申請書（個人） 

○身分証明書（提示） 

○地域振興プラザ 
団

体 

○公共施設利用者登録申請書（団体） 

○団体の概要がわかるもの（会社概要、規約、名簿など

の提示） 

学校施設 
団

体 

・代表者が満 20 歳以上であ

って、10 人以上の者で構成

する団体。 ※次頁へ続く 

○稲城市立学校体育施設開放団体利用登録申請書 

○団体開放登録団体の構成員一覧表 

○団体規約（規約のある団体のみ） ※次頁へ続く 

○教育総務課 
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・市内在住、在勤又は在学

（在学期間のみ有効）で、登

録種目の活動を行う者で構成

されている。 

・ひとりの者が同一種目で複

数の団体に登録はできませ

ん。 

○構成員全員分の身分証明書 ※小、中学生については、

身分証明書の添付は必要ありません。 

※1「市民」とは、市内在住、在勤、在学のいずれかに該当する人です。※2「身分証明書等」の詳細は申請書に添付の稲城市体育施設団体登

録・個人登録の手引きをご覧ください。※3「条例」とは、稲城市生活文化施設条例のことです。 

 

 

５．お問い合わせ 

 

施設分類 施設名 電話番号 

≪体育施設≫ 

稲城市役所 スポーツ推進課 
０４２－３７８－２１１１ 

（内線６４２・６４３・６４６） 

総合体育館 ０４２－３３１－７１５１ 

稲城長峰ヴェルディフィールド ０４２－４０１－３９６０ 

≪公民館≫ 

中央公民館 ０４２－３７７－２１２１ 

第二公民館 ０４２－３７８－０５６７ 

第三公民館 ０４２－３３１－０２３０ 

第四公民館 ０４２－３７７－４４０６ 

城山公民館 ０４２－３７９－５４１１ 

≪生活文化施設≫ 

ふれんど平尾 ０４２－３５０－１１３１ 

やのくち ０４２－３７８－０５６７ 

城山体験学習館 ０４２－３７８－７１００ 

地域振興プラザ ０４２－３７８－２１１２ 

≪学校施設≫ 稲城市役所 教育総務課 
０４２－３７８－２１１１ 

（内線６１４・６１５・６１６） 

 

 

 


